
札幌圏都市計画地区計画の決定（札幌市決定） 【 決 定 番 号 第 ２ ４号 （ 調 ） 】

決 定 平 成 ２ ２年 ８ 月 ５ 日 （ 告 示 第 １ ７ ７ ５号 ）

都市計画東米里厚生地区地区計画を次のように決定する。

１ 地区計画の方針

名 称 東米里厚生地区地区計画

位 置 札幌市白石区東米里の一部

区 域 計画図表示のとおり

面 積 １．１ ha

地区計画の目標 当地区は、都心部より東方約９㎞の市街化調整区域に位置し、昭和40年代に道の位

置の指定を受けた道路によって構成される一団の地区であり、現在、比較的良好な住

宅市街地を形成している。

そこで、本計画では、地区の特性に応じた土地利用と建築物等に関するルールを定

め、現在の良好な住環境の維持・増進を図ることを目標とする。

区 土地利用の 既に形成されている低層住宅市街地の均衡ある土地利用を基本としつつ、良好な住

域 方針 環境の維持・増進を図る。

の

整 地区施設の 地区内の区画道路については、既に整備されているので、この地区施設の機能の維

備 整備の方針 持・保全を図る。

・

開 建築物等の 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように

発 整備の方針 定める。

及 １ 住宅市街地としての環境保全が図られるよう、「建築物等の用途の制限」、「建

び 築 物の容積率の最高限度」及び「建築物の高さの最高限度」を定める。

保 ２ 日照や通風等に必要な空地を建築物周辺に確保するため、「建築物の建ぺい率の

全 最高限度」を定める。

に ３ 北国としての良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するため、「建築物の敷地

関 面積の最低限度」を定める。

す ４ うるおいとゆとりのあるまちなみを形成するため、敷地の周囲の部分には生け

る 垣、樹木等の植栽による緑化が図られるよう「建築物の壁面の位置の制限」を定

方 める。

針 ５ 快適な冬の生活環境の確保を図るため、道路への落雪を防止するなど、屋根の形

態制限を定める。

６ 宅地の緑化推進の効果を高め、緑を通じてへい越しに会話のできる開かれたまち

とするため、へいの高さの制限を定める。
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